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わ
が
町
の
不
登
校
は
小
・
中
学

校(

Ｈ
25)

５
校
21
件
で
あ
り

過
去
６
年
で
最
多
。
現
在
対
応
さ
れ
て

い
る
子
ど
も
サ
ポ
ー
タ
ー
配
置
事
業
の

拠
点
、
ま
っ
く
・
ざ
・
ま
っ
く
は
札
内

に
あ
り
、
他
地
区
居
住
の
場
合
は
分
室

が
必
要
で
あ
る
と
町
民
か
ら
聞
い
て
お

り
以
下
伺
う
。

(1)
居
住
地
区
に
よ
る
利
用
状
況
、
見
解
。

(2)
ま
っ
く
・
ざ
・
ま
っ
く
の
分
室
を
創

設
す
る
考
え
は
。

(1)
平
成
25
年
度
の
不
登
校
の

児
童
生
徒
の
札
内
地
区
19
人
の
う
ち
11

人
、
札
内
地
区
以
外
の
２
人
の
う
ち
１

人
が
利
用
し
て
い
る
。
日
常
的
に
学
校

や
保
護
者
と
連
携
し
学
習
支
援
・
相
談

な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
地

道
な
活
動
が
児
童
生
徒
の
登
校
に
つ
な

が
り
、
高
校
進
学
を
果
た
す
な
ど
の
結

果
に
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

(2)
学
校
で
は
児
童
生
徒
の
状
況
に
応
じ

な
が
ら
家
庭
訪
問
を
行
い
、
教
育
的
な

指
導
や
相
談
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や

心
の
教
室
相
談
員
が
中
学
校
を
巡
回

し
、
生
徒
か
ら
の
悩
み
相
談
な
ど
を
行

っ
て
お
り
、
当
面
は
、
こ
れ
ら
を
基
本

と
し
、
必
要
に
応
じ
、
子
ど
も
サ
ポ
ー

タ
ー
な
ど
が
家
庭
訪
問
を
行
う
な
ど
の

対
応
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

納
税
す
る
能
力
が
あ
っ
て
も

再
三
の
呼
び
掛
け
に
応
じ
な

い
等
の
た
め
十
勝
圏
複
合
事
務
組
合
に

よ
る
滞
納
処
分
に
至
る
悪
質
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
滞
納
者
の
増
加
は
納
税
さ
れ
た

方
か
ら
の
不
公
平
感
が
蔓
延
し
町
の
財

政
圧
迫
や
住
民
サ
ー
ビ
ス
低
下
も
招
く

た
め
収
納
率
向
上
に
努
め
る
必
要
が
あ

り
、
以
下
伺
う
。

(1)
滞
納
処
分
の
状
況
、
収
納
率
。

(2)
納
税
相
談
の
件
数
、
対
応
。

(3)
滞
納
者
へ
の
対
応
、
収
納
率
向
上
の

取
り
組
み
。

(4)
徴
収
業
務
に
あ
た
る
町
職
員
の
体

制
、
時
間
外
勤
務
状
況
。

(5)
時
差
出
勤
勤
務
制
度
を
導
入
す
る
考

え
は(

町
職
員
全
体
に
お
い
て
も)

。

(1)
平
成
25
年
度
の
滞
納
処
分

件
数
は
４
２
４
件
で
、
滞
納
処
分
に
よ

る
収
納
率
は
、
16
・
92
％
で
あ
る
。

(2)
日
常
の
納
税
相
談
の
件
数
は
、
平
成

25
年
度
は
４
３
３
２
件
で
、
年
４
回
の

「
夜
間
・
休
日
納
税
相
談
」
の
相
談
件

数
は
２
９
５
人
で
あ
り
、
相
談
者
に
対

し
て
、
他
の
債
務
の
返
済
期
日
に
あ
わ

せ
た
納
付
計
画
の
提
案
な
ど
、
丁
寧
な

相
談
に
努
め
て
い
る
。

(3)
文
書
、
電
話
等
に
よ
る
督
促
、
納
税

相
談
の
呼
び
出
し
通
知
、
催
告
書
な
ど

を
送
付
し
、
納
税
計
画
を
一
緒
に
立
て

た
上
で
、
分
納
誓
約
書
を
提
出
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
再
三
の
通
知
や
臨
戸
訪

問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
や
連
絡
が

な
い
場
合
は
、
預
金
等
の
差
し
押
さ
え

な
ど
滞
納
処
分
の
実
行
や
、
「
十
勝
市

町
村
税
滞
納
整
理
機
構
」
に
徴
収
を
引

き
継
い
で
い
る
。

　

収
納
率
向
上
の
取
り
組
み
と
し
て

は
、
強
化
月
間
な
ど
を
通
じ
て
滞
納
者

へ
の
早
期
接
触
を
図
り
、
滞
納
者
の
状

況
に
即
し
た
滞
納
整
理
に
努
め
て
い
る
。

(4)
通
常
は
納
税
係
の
職
員
４
名
と
嘱
託

徴
収
員
１
名
、
臨
時
職
員
１
名
体
制
で
、

時
間
外
勤
務
は
納
税
通
知
書
の
発
布
準

備
や
夜
間
・
休
日
納
税
相
談
な
ど
の
業

務
に
対
応
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
。

(5)
時
間
外
勤
務
の
縮
減
や
職
員
の
健
康

管
理
の
観
点
か
ら
も
有
効
な
手
だ
て
で

あ
り
、
今
後
も
十
分
研
究
し
、
そ
の
拡

大
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

(1)
札
内
地
区
以
外
で
さ
ら
な

る
不
登
校
の
子
ど
も
が
増
加
し
た
場

合
、
分
室
創
設
の
あ
り
方
は
。

(2)
町
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当(

Ｈ

25)

７
３
７
０
万
円
余
り
の
た
め
低
減

が
必
要
。
税
務
課
の
時
差
出
勤
や
多
忙

期
は
他
部
署
か
ら
の
ヘ
ル
プ
体
制
を
。

(1)
状
況
に
応
じ
て
対
応
し
た
い
。

(2)
ま
ず
は
課
内
、
そ
し
て
部
内
の
連
携

体
制
、
応
援
体
制
を
組
ん
で
い
る
。

小島　智恵
　　　　　　　議員

　 
（拓政会）

答問
当
面
は
現
状
で
対
応
す
る
が
、
不
登
校
の
生
徒

の
推
移
を
見
な
が
ら
臨
機
応
変
に
対
応
し
た
い

ま
っ
く
・
ざ
・
ま
っ
く
の
分
室
創
設
を

問

再

質

問

答

まっく・ざ・まっく

町
　
長

教
育
長

問
答問
十
勝
総
合
振
興
局
か
ら
主
幹
職
１
名
派
遣
、

徴
収
業
務
の
資
質
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る

税
の
収
納
率
向
上
を


